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第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域
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用　

途　

地　

域

上　容積率（％）
下　建ぺい率（％）

例

200
60

あ
た
ら
し
い
町
の
色
、

決
ま
り
ま
し
た
。

大
津
都
市
計
画
用
途
地
域
の

見
直
し
、決
定　

町
の
都
市
計
画
用
途
地
域
は
、
昭
和

54
年
に
決
定
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

決
定
か
ら
30
年
が
経
ち
、
社
会
情
勢
も

変
化
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
現

在
の
用
途
と
合
わ
な
い
な
ど
の
問
題
が

出
て
き
て
い
ま
す
。
町
で
は
平
成
19
年

度
か
ら
用
途
地
域
の
見
直
し
の
検
討
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
説
明
会

や
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
皆
さ
ん
の
ご

意
見
を
聞
か
せ
て
も
ら
い
、
大
津
町
都

市
計
画
審
議
会
に
も
諮
り
、
新
し
い
用

途
地
域
が
決
定
し
ま
し
た
。

新
た
に
特
別
用
途
地
区
の
指
定

　

今
回
の
用
途
地
域
の
変
更
に
伴
い
、

近
隣
商
業
地
域
、
商
業
地
域
、
準
工
業

地
域
に
、
大
規
模
集
客
施
設
の
建
設
を

制
限
す
る
特
別
用
途
地
区
を
定
め
ま
し

た
。
ま
た
、
翔
陽
高
校
周
辺
の
準
工
業

地
域
は
、
良
好
な
文
教
環
境
を
維
持
す

る
こ
と
を
目
的
に
大
規
模
集
客
施
設
に

加
え
、
遊
戯
施
設
な
ど
を
制
限
す
る
文

教
地
区
を
定
め
ま
し
た
。

【
用
語
の
説
明
】

●
用
途
地
域

　

良
好
な
市
街
地
環
境
づ
く
り
の
た
め

に
は
、
住
居
、
商
・
工
業
な
ど
を
適
正

に
配
置
し
た
り
、
建
築
物
の
用
途
、
容

積
率
、
建
ぺ
い
率
、
高
さ
な
ど
を
規
制
・

誘
導
し
た
り
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

用
途
地
域
は
、
地
域
ご
と
に
用
途
を
制

限
し
て
、
地
域
ご
と
の
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
ま
す
。

●
特
別
用
途
地
区

　

地
域
の
特
性
に
応
じ
た
あ
る
特
別
の

目
的
か
ら
、
特
定
の
用
途
が
利
用
し
や

す
い
よ
う
に
、
環
境
を
守
る
た
め
に
、

建
築
規
制
を
強
化
す
る
こ
と
で
用
途
地

域
の
制
度
を
補
い
ま
す
。
町
で
も
、
近

隣
商
業
地
域
、
商
業
地
域
、
準
工
業
地

域
で
は
大
規
模
な
集
客
施
設
の
建
設
が

可
能
な
用
途
地
域
に
な
り
ま
す
。
そ
の

た
め
床
面
積
が
１
万
㎡
を
超
え
る
建
物

の
建
築
を
制
限
す
る
た
め
に
特
別
用
途

地
区
の
指
定
を
行
い
ま
し
た
。

●
大
規
模
な
集
客
施
設

　

劇
場
、
映
画
館
、
演
芸
場
や
観
覧
場

ま
た
は
店
舗
、
飲
食
店
、
展
示
場
、
遊
技

場
、
勝
馬
投
票
券
発
売
所
と
場
外
車
券

売
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途
に

供
す
る
建
築
物
で
そ
の
用
途
に
供
す
る

部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
１
万
㎡
を
超

え
る
も
の
。

❶

❷
❸

全
体
的
に
は
、
39
箇
所
の
変
更
が
あ
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
主
な
変
更
箇
所
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

❶
翔
陽
高
校
周
辺
…
…
無
指
定
地
域
か
ら
第
１
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
及
び
準
工
業
地
域
に

❷
大
津
高
校
周
辺
…
…
無
指
定
地
域
か
ら
第
１
種
住
居
地
域
に

❸
国
道
57
号
沿
道
…
…
準
工
業
地
域
か
ら
近
隣
商
業
地
域
に

主
な
用
途
地
域
の
変
更


